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「電気機械器具開場構造規檎(昭和44年労働省告示第� 16号)

における可燃性ガス又は引火性の物の蒸気に係る防爆構造の規格� 

iこ遺合する電気機域器具と同等以上の防様性能を有するものの技

徳的基準(IEC諜務 79 関様)Jの改正について

標記技諦的基準について誌、昭和63年4月� i日付け基発第208号の� 2 f電気機械器具防蝶構造

規格の一部を改正する告訴の適用等iこついてJ (以下 f208号の2通達j という。)の記の 1によ

り取り扱っているところでありますが、本技術的基準の基礎となった� IEC規務が昭和63キ以降改

正されていることから、本技術的接t棋を別添のとおり改定する等208号の2通達を下記� 1のとおり

改正したところであります。

つきましては、本技補的基準の主要な改正点及び適用日は、それぞれ下記 2 及び3のとおりです的

で、貴協会におかれましても型式検定等に係る今後の取扱いについて遺慌のないようお願いいたしま

す。

なお、関孫、事業者団体iこ対してiJlJ紙により、それぞれ通知しましたので巾し添えます。
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1 208号の2通達の喰まについて� 

208号の2通達のiJlJ添の技術的基準を本通達のiJlJ添のとおり改める。

以ド、� f2 技術的基準の主要な改正点についてj及び� f3 議用 B~こついて j は 148ページ及

び� 149ページの� 2及び3にそれぞれ同じ。

※(別紙及び別紙省略) 

-150 

joho12
長方形




